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平成26年総務企画委員会会議録 

 

１．招集年月日  平成26年６月３日 

２．招集の場所  可児市役所５階第１委員会室 

３．開   会  平成26年６月３日 午前10時46分 委員長宣告 

４．審 査 事 項 

  審査事件名 

「請願第４号 集団的自衛権の行使容認に反対する請願」審査のため請願者を参考人

招致することについて 

 

５．出席委員 （７名） 

委 員 長  山 田 喜 弘     副 委 員 長  板 津 博 之 

委    員  伊 藤 健 二     委    員  小 川 富 貴 

委    員  中 村   悟     委    員  酒 井 正 司 

委    員  伊 藤   壽 

 

６．欠席委員 なし 

 

７．説明のため出席した者の職氏名 なし 

 

８．職務のため出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局              議 会 事 務 局 
書    記  村 田 陽 子     書    記  熊 澤 秀 彦 
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開会 午前10時46分  

○委員長（山田喜弘君） ただいまから総務企画委員会を開会します。 

 本日は、まず請願第４号 集団的自衛権の行使容認に反対する請願を議題といたします。 

 可児市議会基本条例第６条第４項において、議会は請願及び陳情を市民による政策提言と

位置づけ、その審議においては、必要に応じて当該請願及び陳情をした者の意見を聞く機会

を設けるよう努めなければならないと定めております。 

 当委員会には請願第４号が付託されており、本日は請願者の意見を聞くかどうかを決定し

たいと思います。 

 決定に先立ち、この請願の紹介議員である伊藤健二委員が当委員会におられますので、参

考人として招致を検討する請願者について御説明をいただきたいと思います。 

○委員（伊藤健二君） 今、委員長から御指摘のありました請願者についての簡単な紹介をと

いうことですので、紹介をさせていただきます。 

 この方は、議場で読み上げましたように、可児市の西可児地域菅刈815にお住まいの男性

の方です。民間の大企業にお勤めになられまして、今は定年退職をされて週に一、二度のゴ

ルフを楽しんでおられる方ですが、活動としましては、もともと地元の人ですので、西可児

地域でいろんな活動にかかわってみえると。 

 特に、今回の請願とのかかわりで御紹介しますと、可児市御嵩に可児九条の会という憲法

第９条の問題を取り扱っている団体がございます。年に、夏の終わりぐらいに定例で集会を

持ちながら、もう既にできて８周年かそれぐらいになるかと思います。この可児九条の会で

事務局をお手伝いしたりしている方でもあります。可児の元市長で、先般お亡くなりになら

れました鈴木告也さんも可児九条の会の呼びかけ人のお１人でありまして、憲法第９条を本

当に守って再び日本が戦争することのないようにと、こういう市民の素朴で率直な意見、思

いというのを年々活動として広げてきている人ということでございます。年齢はちょっと今

記憶しておりません。70歳を超えておられると思いますけど、そういうことです。 

○委員長（山田喜弘君） 御説明ありがとうございました。 

 それでは、参考人招致について紹介議員の質疑を行います。 

 御意見ある方は。 

○副委員長（板津博之君） １点だけなんですけど、もちろん参考人招致という制度があるこ

とは御理解いただいていると思うので、御本人は出て説明をされたいということをおっしゃ

られているわけですね。 

○委員（伊藤健二君） 請願を出したということ自体がそうした思いを含めて、今の政治的な

状況の中で憲法第９条が壊されてしまうんじゃないかという思いがおありになられるという

ことです。ここの請願趣旨に書いてあるとおりであります。ですから当然、自分の思いだと

か、周りで聞く声なども含めて市会議員の皆さんに訴えたいというふうに考えておられます。

ですので、想定される審査予定日には参加することができると思います。 

○委員長（山田喜弘君） ありがとうございました。 
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 ほかに発言はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑を終了します。 

 続いて討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

 それでは、討論を終了します。 

 これより請願第４号 集団的自衛権の行使容認に反対する請願を審査するに当たり、参考

人を招致することについて採決いたします。 

 挙手により採決をいたします。 

 招致に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数であります。よって、参考人を招致することに決定いたしました。 

 それでは、可児市議会委員会条例第28条に基づき、議長を経て参考人へ通知を行い、６月

17日火曜日に本委員会への参考人として意見を聞くこととします。 

 これにて総務企画委員会を終了いたします。本日はお疲れさまでした。 

 次回は、６月17日午前９時から第１委員会室にて委員会を開催します。よろしくお願いし

ます。 

閉会 午前10時53分  
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